
　環境省　福島環境再生事務所　浜通り北支所（浪江担当）　　0244（26）9912（代表）

平成26年度浪江町除染等工事
（その３）が始まりました

本 格 除 染
幾世橋行政区、北幾世橋北行政区、北幾世橋南行政区、
藤橋行政区、北棚塩行政区

工 　 　 期 平成26年９月１日から平成27年３月31日

施 工 業 者
安藤・間、戸田建設、不動テトラ、淺沼組、
岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
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